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現 場 説 明 要 項 
 
 
１．工 事 名 称 中部市町村会館３階事務所照明改修及び２階収納庫換気扇追加工事 
 
２．工 事 場 所 沖縄市海邦二丁目９番３５号 
 
３．現場説明日時 電話にて連絡し日程調整をすること。 
          
４．入 札 日時：令和元年 9月６日（金）14 時 
         場所：中部市町村会館 第２会議室（沖縄市海邦二丁目９番 35 号） 
 
５．工 事 期 間 契約締結日の翌日から 90 日以内 
 
６．工 事 範 囲 現場説明要項及び図面等に示す工事 
 
７．適 用  この現場説明要項に掲げる全ての事項は本工事とし、それらにかか

る工事費維持管理費・検査費用及び諸経費は、全て請負金額内の範囲
として適用する。 

          本工事は一般に本要項によるものであるが、明記されてなくても工
事施工上当然必要なもの及び諸法規に規定するものは、工事請負金額
内で施工するものとする。 

          現場工事は、当事務所の休日にあたる土日祝祭日に施工するものと
する。 

 
８．配 布 資 料 (１)現場説明要項 
         (２)別紙１ 提出書類一覧 
         (３)申込書 
         (４)委任状 
         (５)入札書 
         (６)質疑書 
         (７)参考数量表 
         (８)中部市町村会館図面 
 



９．公道及び地域施設の汚損防止  
公道及び地域施設の汚損防止対策に万全を期し、不測の事態が発生

した場合は、請負業者の責任において直ちに善処すること。 
 
１０．公 害 防 止 公害発生防止に万全な対策をすること。 
 
１１．安 全 対 策 諸法規によるほか、現状に即した安全対策を十分にすること。又、 

工事関係者及び第三者から指示がある場合は、直ちに善処すること。 
 

１２．騒 音 防 止  工事の際には、地域への影響を配慮しながら、施主と調整の上施工
する。 

 
１３．現 場 要 員 現場要員は下記による。 
         イ．現場主任技術者：建設業法による。 
         ハ．技 術 員：設計図書を熟読でき施工図の作成と工事の管理

指導（品質・写真整理など）ができること。 
         二．専 門 技 術 員：建設業法による 
         ホ．現場安全管理者：建設業法による 
         へ．自主施工管理者：現場主任技術者兼任でもよい 
 
１４．各種表示板 現場内外の随所には、必要に応じて次のような表示板を設けること。 
         ・安全表示板 ・交通表示板 ・道路占用許可書 ・道路使用許可書 
         ・工事用看板 ・その他指示のあるもの 
 
１５．工 程 会 議  施主、請負業者協議の上開催し、請負業者は、会議の議長を務める 
 
１６．検査について  検査を受ける場合は、予め検査内容（区分、日時）を明確に申し出

るものとし、検査は施工管理者（現場代理人、主任技術者）立会いの
もとのみ行うものとする。 
※前もって自主施工管理者の検査は終えておくこと。 
（自主検査調書を提出の上検査を受ける） 

 
１７．承 諾  承諾願いは、予め承諾の内容を明確にするものとし、現場説明要項

及び参考数量表に準じている旨を明確に申し出て提出するものとす
る。 
※承諾図書の関係書類は全てＡ４左トジで提出すること。 
 (各種カタログ等も含む) 



※工事完成後、製本を提出 
          ・保証書 ・試験成績書 ・承諾図 

 ・写真等 ・その他 
 
１８．工 事 写 真  工事用写真は標準仕様書にある外、協議の上、遺漏のないよう撮影

するものとする。（特に見え隠れ部分） 
         写真はカラーとし、着工前、工事中各１部、完成写真１部とする。 
 
 
１９．施工計画書  着工に先立ち工種別に、材料、工法、品質管理などを具体的に定め

た施工計画書を作成し、施主の承諾を得ること。 
 
２０．提 出 書 類 別紙１参照 
 
２１．質疑 ・ 回 答 (１) 質疑書提出期限 
           令和元年 8 月 30 日（金） 
           (注)質疑書はＦＡＸにて提出すること 
             質疑書の原本は入札時に提出すること。 
         (２) 質疑回答日時 
           令和元年 9 月 3日（火） 
         （３）質疑書提出先：中部市町村会事務局 砂川 
            TEL：098-934-6959 
            FAX：098-934-7470 
 
 
 


